
33 道路整備の取組道路整備の取組

京奈和⾃動⾞道は、奈良県の南北軸となる重要な幹線道路であり、国とNEXCO⻄⽇本により整備が進めら
れています。京奈和⾃動⾞道の整備により、移動時間の⼤幅な短縮や定時性の確保による企業⽴地の促進、観
光振興などの地域経済の活性化、緊急医療施設へのアクセス向上による救急医療体制の強化等、様々な効果
が期待されます。また、「紀伊半島アンカールート（1４ページ参照）」の⼀部を形成し、災害時には救命救急活動や
物資輸送の緊急輸送道路としての役割を担っています。

奈良県としても、京奈和⾃動⾞道の早期全線開通に向け、⽤地取得や設計上の課題解決に関する協⼒を
⾏っていくとともに、更なる整備促進を国に働きかけています。

（１）京奈和⾃動⾞道の整備
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令和７年３月時点

全体 区間別

京奈和自動車道の進捗状況

大和御所道路

郡山下ツ道JCT～郡山南IC 平成２７年３月に開通

郡山南IC～橿原北IC 平成１８年４月に開通

橿原北IC～橿原高田IC 調査設計 ・ 工事を推進中

橿原高田IC～御所IC 平成２４年３月に開通

御所IC～御所南IC 平成２７年３月に開通

御所南IC～五條北IC 平成２９年８月に開通

五條道路

五條北IC～和歌山県境 平成18年6月に開通
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京奈和自動車道建設促進協議会 決起大会の開催

初の開通以来、 周辺の⼯業団地では、 令和５年ま
での企業⽴地件数が累計506件となりました。

それに伴い6,771⼈の雇⽤の場が創出されました。

⼤阪 ・ 関空から奈良 ・ 和歌⼭の世界遺産を
結ぶ新たな観光周遊ルートが形成され、 県全
域の観光振興につながります。

3 道路整備の取組道路整備の取組

京奈和⾃動⾞道のストック効果

●企業⽴地の促進

県内の働き先が増えることで、 令和２年の県内就業
率は前回（Ｈ27年）と⽐べ1.3ポイントの上昇で、 全国トッ
プの上昇率となり、 奈良県の⽬指す脱ベットタウンが進
んできています。

●県内就業率の上昇

●国道24号の慢性的な渋滞が緩和 ●観光周遊ルートの形成

企業⽴地件数と県内就業率

京奈和⾃動⾞道の開通で、 全体の交通量は増加
していますが、 並⾏する国道２４号の交通量は減少
し、 円滑に通⾏できるよう
になっています。

また、 交通量の減少に
より、 交通事故発⽣率の
低下も期待されます。

早期の全線開通に向け、 17年ぶりに京奈和⾃動⾞道建設促進協議会決起⼤会を開催するとともに、 財務省、
国⼟交通省に対して要望活動を⾏いました。

決起⼤会には国会議員、 沿線市町村⻑をはじめ多数の皆様にご参加頂きました。

五條北ＩＣ

御所南ＩＣ

御所ＩＣ

五條ＩＣ

24

309

309

370

京奈和⾃動⾞道
（⼤和御所道路）
国道24号

（五條市居伝町交差点）

企業⽴地件数と県内就業率
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【吉岡 国土交通事務次官】
令和６年度 京奈和自動車道の早期整備に関する要望書 手交状況

【東 財務大臣政務官】
令和６年度 京奈和自動車道の早期整備に関する要望書 手交状況

京奈和自動車道建設促進協議会決起大会 要望書手交状況
（左から）芝村 西日本高速道路(株)代表取締役社長、岸本 和歌山県知

事、 井 国土交通省大臣政務官、山下 奈良県知事、甲川 (独)日本高
速道路保有･債務返済機構理事長代理、武田 京都府副知事、
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県南部地域における防災機能向上及び地域活性化を図るとともに、
紀伊半島全体にとっての道路ネットワークの代替性及び多重性を確保し、
近い将来発⽣が危惧される南海トラフ巨⼤地震等の⼤規模災害への対
応⼒の強化を図るため、国と県で連携して「紀伊半島アンカールート」の早
期整備に取り組んでいます。

令和４年４⽉、重要物流道路として、五條新宮道路（国道168号）及
び奈良中部熊野道路（国道169号）が指定されました。

五條新宮道路は、京奈和⾃動⾞道と近畿⾃動⾞
道紀勢線を南北に結ぶ⾼規格道路です。現在、以下
の事業箇所の早期整備と、未事業化区間の事業化に
向けて取り組んでいます。

奈良中部熊野道路は、県南部地域の地⽅創⽣、
国⼟強靱化の観点から重要な路線です。現在、以下
の事業箇所の早期整備と、未事業化区間の事業化
に向けて取り組んでいます。

紀伊半島アンカールートとは…
紀伊半島の⾻格となる京奈和⾃動⾞道、近畿⾃動⾞道紀勢線、それを結ぶ
五條新宮道路（国道168号）、奈良中部熊野道路（国道169号）の形が船の
錨（イカリ︓anchor（アンカー））の形に似ていることから呼称されています。

五條新宮道路（国道168号） 奈良中部熊野道路（国道169号）

平成２８年度に大規模法面崩落により

７０日間の通行止めが発生

平成２７年度に大規模法面崩落により

６１日間の通行止めが発生
令和５年度に大規模法面崩落により

１８９日間の通行止めが発生

国道１６８号の中で

冬期間通行の最大の難所

現道の新伯母峯トンネルは

車両のすれ違いが困難な状況

新天辻工区新天辻工区

十津川道路（Ⅱ期）十津川道路（Ⅱ期） 下北山村前鬼～上池原下北山村前鬼～上池原

前鬼～上池原

伯母峯峠道路伯母峯峠道路

3 道路整備の取組道路整備の取組

（２）紀伊半島アンカールートの整備

▲五條市西吉野町西野

（平成２８年４月）

▲下北山村上池原(令和５年１２月）

十津川村桑畑

(平成２７年７月）

被災時の通勤・通学状況

十津川村桑畑

▲天辻峠（五條市）で立往生する車両

（平成２８年１月）

▲五條市西吉野町西野

（平成２５年９月）
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五條新宮道路（国道168号）の整備状況

奈良中部熊野道路（国道169号）の整備状況

安全で安定した通⾏の確保︕
国道169号は、三重県東紀州地域から関⻄圏への輸送ルートであるとともに、吉野

郡南東部から南奈良総合医療センターなどの⾼次医療施設への救急医療活動を⽀援
する道路としての役割を担っています。国道169号の整備により、平常時・災害時にお
いて、安全で安定した通⾏が確保され、強靱な道路ネットワークが構築されます。

▲南奈良総合医療センター（⼤淀町） ▲急カーブによる救急⾞両のすれ違い（下北⼭村上池原）

33 道路整備の取組道路整備の取組

TOPIC 国道169号下北山村前鬼～上池原　権限代行による災害復旧が決定

   令和５年12⽉23⽇に国道169号吉野郡下北⼭村上池原で発
⽣した崩⼟災害について、 令和６年６⽉27⽇に権限代⾏による災
害復旧事業に着⼿中の国⼟交通省から別線トンネルルートでの本格
復旧が決定したと発表がありました。

現在、 別線トンネルルートに係る設計や⼯事発注なども進んでき
ており、 早期復旧に向け、 奈良県としても⽤地交渉や⼯事進捗管
理に関する協⼒を⾏っています。

トンネル坑口
至至至 五條市

至至至 新宮市
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現在、橋梁⼯事が進んでいます。
風屋川津・宇宮原工区

現在、橋梁⼯事が進んでいます。
長殿道路

現在、整備を進めています。
高取バイパス御所高取バイパス

現在、調査・設計を進めています。

▲完成イメージ

現在、整備⼯事が進んでいます。
伯母峯峠道路

延長約2.9km

至至 吉野町

至至 熊野市

トンネル坑口

▲⼯事の様⼦ 令和7年1月 撮影

至至至 大淀町

至至至 御所市

令和7年1月 撮影▲⼯事の様⼦

至至至 五條市

至至至 新宮市
トンネル坑口

▲⼯事の様⼦ 令和7年1月 撮影▲⼯事の様⼦ 令和7年1月 撮影

至至至 大淀町

至至至 御所市



■（仮称）奈良ＩＣ周辺位置図

奈良市中⼼市街地と京奈和⾃動⾞道（仮称）奈良ＩＣを結ぶアクセス道路であり、まちづくりの⾻格となる（都）⻄九
条佐保線や（都）⼤安寺柏⽊線の整備及びＪＲ関⻄本線の⾼架化、新駅設置を推進します。
　また、（仮称）奈良ＩＣとＪＲ新駅による交通結節機能を活かしたまちづくりに取り組むとともに、県内初の⾼規格道

路と鉄道の結節による周遊性の向上を図ります。

33 道路整備の取組道路整備の取組

ＪＲ関⻄本線の⾼架化事業は、 令和６年４⽉に仮線
路への切換が完了しました。

令和６年６⽉に⾼架化⼯事起⼯式を⾏い、 同年７⽉か
ら本格的な⼯事に着⼿しています。

令和10年度末での⾼架化及び新駅の完成に向けて、
引き続き⼯事を進めていきます。

TOPIC ＪＲ関西本線の高架化工事に着手しました

和６年４⽉に仮線

⾏い、 同年７⽉か

（３）（仮称）奈良ＩＣ周辺〔（都）⻄九条佐保線等〕の整備
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■ＪＲ関⻄本線の⾼架化⼯事の

▲南大安寺踏切付近（令和７年１月時点）

▲JR新駅周辺（令和６年１２月時点）

②

⼋条踏切

仮線

▲J

⾄

J

⾄

JR新駅周辺JR新JR新

⾄ ＪＲ郡⼭駅

⾼架

⾄⾄⾄ ＪＲ奈良駅

進捗状況

▲（仮称）奈良ＩＣ周辺整備完成イメージ ▲令和６年６月９日高架化工事起工式
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【凡例】

：まちづくり検討エリア

【凡例【凡例】】

：まちづくり検



33 道路整備の取組道路整備の取組

　※副題の名称は、事業化の決定から概ね１年以内の完成を⽬指すことに由来しています。

県⼟マネジメント部では、⽇頃地元⾃治会等から多くの道路改良要望をいただいています。いただいたご要望等を基
に、「奈良県道路整備基本計画」で定める⼿続き（P.６の道路整備の⽅針でお⽰ししています。）に則り事業化を図っ
ています。検討過程におきましては、幹線道路など規模の⼤きい改良は、事業効果の数値化が明確で事業化の優先
度が⾼く現れますが、⼩規模な改良は事業効果の数値化が難しく、事業化の優先度が決して⾼く現れない状況で、こ
れまで⼩規模な改良要望に機動的に対応できていませんでした。

このため、⼀定の条件を満たした場合、規模が⼩さくても、⾼い効果が期待できる改良につきましては、⼟⽊事務所
⻑の裁量によりスピーディーに⼯事着⼿し、概ね１年以内で対処することで、地元の満⾜度向上を⽬指します。

　○⼩規模道路改良提案制度の要望から事業完成までの流れ
「⼀定の条件」
◇地元市町村⻑及び地元⾃治会

から改良にかかる要望があること。
◇単区間の改良であって、

・事業規模が⼤きくないこと。
  （上限を５千万円と想定）

・概ね単年で施⼯できること。
・現道路区域内の改良であること。

  （⽤地取得を伴わない）

制度のねらい

要望から事業化までの⼿続き

改良のイメージ
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（４）⼩規模道路改良提案制度（One Year Response Project（ﾜﾝﾚｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ※））
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33 道路整備の取組道路整備の取組

道路の計画的な維持管理を⾏うことで、快適な道路空間を道路利⽤者に提供できるよう、
令和６年度より５カ年計画で『ならの道 リフレッシュ プロジェクト』を実施しています。

①　舗装の耐久性向上

②　区画線の維持修繕
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（５）ならの道　リフレッシュ　プロジェクト

■対象路線を追加
⼤型⾞交通量の多い県管理の主要道路だけでなく、より多くの道路利⽤者に快適な道路空間

を提供できるよう⾃動⾞交通量の多い県管理道路を追加し拡⼤します。
■市町村と連携した⽀障⽊伐採負担事業の創設

市町村と連携した道路に⽀障のある⺠有林内の樹⽊への対策を実施します。
令和７年度は野迫川村を対象に試験的に実施し、令和8年度より全県的な本格展開を予定しています。

令和７年度より拡⼤

⼤型⾞交通量の多い主要道路を中⼼に、舗装の損傷度に応じた適切な舗装修繕を実施します。

舗装の耐久性が向上することで、快適な路⾯状態が維持され、ライフサイクルコストの低減にも繋がります。

■ 舗装が損傷するメカニズムと修繕の考え⽅
表層にひび割れが発⽣するとそこから⾬⽔が侵⼊し、

路盤の⽀持⼒が低下します。さらにひび割れから路盤の
成分が流出します。

傷んだ路盤を放置することは早期破損の原因になる
ため、損傷度に応じて路盤の修繕も⾏います。 傷んだ路盤の放置は早期破損の原因

損傷度に応じて
路盤まで補修

▲路盤が損傷するメカニズムと補修イメージ
出典︓国⼟交通省資料を元に奈良県編集

■ 舗装修繕の実施状況
補修前 補修後

▲⽼朽化した舗装の修繕︓令和6年度 舗装修繕⼯事 完了箇所(中和幹線 ⾹芝市⾼⼭台、⽳⾍⼯区)

⼤型⾞交通量の多い道路を中⼼に、県管理道路の区画線補修を実施します。
さらに、パトロールで発⾒した箇所や通報があった箇所に加え、パトロール中に撮影した動画をAIによる解析技術を⽤いて損傷具
合を確認し、補修を実施します。
■ 区画線修繕の実施状況

▲消えかけた区画線の修繕︓令和6年度 区画線補修⼯事 完了箇所(中和幹線 ⼤和⾼⽥市松塚⼯区)

補修前 補修後
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③　草刈りのメリハリ化

④　道路維持管理のＤＸ

⑤　⽀障⽊伐採負担事業（令和７年度より段階的に実施）

TOPIC 道路緊急ダイヤル（#9910）LINEアプリの運用開始

　道路の異常を発⾒した際の通報⼿段として、国の道路緊急ダイヤル（#9910）の
LINEアプリの運⽤が奈良県でも開始されています。

LINEアプリによる通報では、写真や位置情報を簡単に送信することができますので、
ぜひご利⽤ください︕
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補修前 補修後

▲コンクリートを使⽤した防草対策令和6年度 防草対策⼯事 完了箇所（⼤和郡⼭環状線　⼤和郡⼭市城町⼯区）

⼤型⾞交通量の多い主要道路を中⼼に、雑草が⽣えない対策を実施するとともに、
観光地や危険箇所にも着⽬し、草刈りなどを実施します。

雑草が⽣えなくなることで、雑草のはみ出しによる危険度、不快感を軽減させます。
さらに、従来草刈りをしていた箇所以外（観光地や危険箇所）での草刈りも実施します。

●SNS(LINE[#9910])などの⾝近かつ写真、位置情報の送信が可能なツールを⽤いることにより、利⽤者の通報し
やすさを向上します。

●従来のパトロールに加え、パトロール中に撮影した動画をAIによる解析技術を⽤いることで、より効率的な道路状
況の確認が可能となります。

電話通報 道路パトロール

道路異常箇所の発⾒⼿法（⾚枠部を新たに導⼊）
（＋ AI技術の活⽤）

SNSによる通報

イメージ図

建築限界

道路区域

民有林民有林

従来の伐採、剪定の範囲

支障木伐採負担制度（案）で
伐採、剪定の対象となる樹木

●⼭間エリアにおける課題
□道路管理者として、道路の建築限界内の通⾏の⽀障となる枝葉の『伐採・剪定の処理が発⽣』
□放置された⺠有林からの枝落ち、倒⽊による『通⾏規制の発⽣』
□放置された⺠有林からの倒⽊による『交通事故の発⽣』

・令和７年度に野迫川村を対象に試行的に実施

・令和８年度から全県的な本格展開を予定（県は伐
採・養生に対する負担金を支出）

道路に⽀障のある樹⽊を伐採・処分
・市町村が⺠有林の所有者と交渉
・所有者の同意後、伐採及び処分を実施
（※県の負担は、伐採及び防草対策(1回分)費⽤）
(※市町村の負担は、運搬及び処分費⽤）令和８年度

採・養生に対
(和 ※８８年年年度年度

・伐採後の維持管理は⼟地所有者などが実施

伐採後に沿道区域を指定
・⾏政指導により⽀障⽊による道路への障害を防⽌

⽀障⽊伐採負担事業の創設

市町村と連携した、⺠有林への対策 が必要

▲友だち追加はこちらだ▲詳しい操作⽅法など
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定期点検の診断結果に基づく計画的な補修

平成25年の道路法改正などを受けて、平成26年から
、すべての道路管理者は、 橋梁・トンネルなどの道路施設
について、 5年に1度、近接⽬視での点検を⾏い、点検結
果として健全性を4段階に診断することとなっています。
 2巡⽬（R1〜R5）の点検結果を受け、修繕が必要な
道路施設の早期解消を図るとともに、ライフサイクルコスト
の低減や持続可能な維持管理を実現する予防保全型
道路メンテナンスへの転換を推進します。

TOPIC『群マネ（地域インフラ群再生戦略マネジメント）』の取組

群マネについて
群マネとは、既存の⾏政区域に拘らない広域的な視点で、道路、公園、

上下⽔道といった複数・多分野のインフラを 「群」 として捉え、 更新や集約・
再編、 新設も組み合わせた検討により、 効率的・効果的にマネジメントし、
地域に必要なインフラの機能 ・ 性能を維持するものです。
 R5年9〜10⽉にかけて 「群マネ」 の検討を⾏うモデル地域の公募があり、
選考の結果、 同年12⽉に宇陀市、 曽爾村、 御杖村、 東吉野村の1市
3村及び奈良県（オブザーバー）がモデル地域のひとつに選定されました。
群マネの取組

「地域インフラ群再⽣戦略マネジメント計画策定⼿法検討会（群マネ計
画検討会）」 及び 「地域インフラ群再⽣戦略マネジメント実施⼿法検討
会（群マネ実施検討会）」の有識者からの助⾔等、国⼟交通省からの様々
な⽀援をいただきながら、 奈良県を含む1市3村で、 橋梁のインフラメンテ
ナンスの推進 ・ 効率化を⽬指し、 「広域 ・ 複数 ・ 多分野」 の群マネの検
討を進めています。
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（６）道路インフラの現状と⽼朽化対策

▲県管理道路インフラの2巡⽬（R1〜R5）判定区分

▲県管理道路インフラの2巡⽬（R1〜R5）点検結果

▲健全性の診断区分

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、
緊急に措置を講ずべき状態。

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき
状態。

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を
講ずることが望ましい状態。

区分

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

緊急措置段階

早期措置段階

予防保全段階

▲予防保全と事後保全の⽐較

（兆円） ４

３

２

１
予防 事後 予防 事後 予防 事後 予防 事後

2018（平成30）年 2028年 2038年 2048年

変動幅

〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈予防保全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全〉〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈予防保全予
最⼤１

防保全
⼤１１１.

全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全〉全防保全全
１１１..５倍

〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈事後保全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全〉〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈事後保全事
最⼤２

後保全
⼤２⼤２.

全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全〉全後保全全
２２２２...４倍 3%

0%

8%

55%

68%

82%

43%

32%

10%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

道路附属物

トンネル

橋梁

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
橋梁 2348 183 1930 235 0
トンネル 136 0 93 43 0
道路附属物 119 3 65 51 0

2巡目（R1～R5）点検結果
全施設数施設区分

▲橋梁の補修⼯事前後（国道169号 ⽩川橋）

あらしが橋(下市町) しん橋(広陵町)

▲群マネモデル地域 選定案件⼀覧（出典︓国⼟交通省HPを⼀部編集）

あああああああららららららららららしししししししししがががががががががががががががががががが橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋がががが (((((((((((((((((((((((((((下市下市下市町下市市市市下市下下市下下市下市下市下市下下市下市市市下市下下市下下市市下市下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下 ) しん橋(広陵町広広広陵町広広陵町広広広広広陵陵陵陵陵町広陵町陵町陵陵陵陵町町広陵町広陵町町町広陵町広陵町町広広広陵町陵陵町陵町陵陵陵町町陵町町陵町))))))))))))))))

対象⼯事中の⾜場の様⼦



▲橋脚巻⽴て⼯による耐震補強⼯事（桜井吉野線 桜橋）

▲法⾯対策による通⾏機能の確保（国道169号 川上村⼤迫）

▲法面対策（国道１６８号 十津川村野尻） ▲コンクリート吹付及びアンカー⼯による法⾯対策（⼀般国道168号 ⼗津川村川津）

橋梁の耐震補強

法⾯の防災対策

災害発⽣時の速やかな情報提供

災害の前兆現象の早期発⾒による「予防対策」や、発災後の地域⽣活・経済への影響をできるだけ少なくする
ための「減災対策」、道路機能を確保するための「防災対策」に取り組んでいます。

地震による橋梁の落橋や倒壊は、
災害物資の供給等に多⼤な⽀障をき
たすと想定されます。そこで、安全・安
⼼な道路交通網を確保するため、緊
急輸送道路上の橋梁の耐震補強を
進めています。

道路は、県⺠⽣活や経済活動の基盤
となる社会資本です。道路上における災
害発⽣後の地域への影響を、可能な限り
低減することに重点をおいた減災対策や、
「選択と集中」の考え⽅に基づく、迂回路
の整備、斜⾯の危険度を踏まえた危険箇
所への防災対策を実施しています。

国道169号（川上村⼤迫）で発⽣した
⼤規模な⼟砂崩れに対し、法⾯対策を
実施し、道路の通⾏機能を確保しました。

県では、災害時に⼈命・経済・暮らしを守り⽀える交通ネットワーク・ライフラインを維持できるよう「防災・減災、
国⼟強靱化のための５か年加速化対策」（R３年度〜R７年度）として、法⾯対策等に取り組んでいます。

大規模な土砂災害が発生（令和４年５月） 通行機能の確保（令和４年１２月）

●「防災・減災、国⼟強靱化のための５か年加速化対策」による取り組み

［道路規制情報］
奈良県内において、通⾏規制を⾏っている道路の

情報を掲載しています。また、より速やかに周知するた
め規制情報のメール配信も⾏っています。（登録制）

［ライブカメラ］
道路の状況を画像により確認することができます。

冬期は雪の状況もご確認いただけます。

●「奈良県道路規制情報」のホームページ

33 道路整備の取組道路整備の取組

（７）道路の防災・減災対策
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▲奈良県道路規制情報ホームページ
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国道や県道で発⽣している渋滞の対策について、国や警察などと連携するとともに、道路利⽤者など県⺠意⾒
を反映し「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」を策定し、本プランに基づき重点的に取り組んでいます。平成25
年1⽉には、対策効果の検証や、新しい渋滞情報に基づく渋滞箇所の抽出等により、「地域の主要渋滞箇所」
63区間で147箇所を特定し、公表しています。渋滞対策実施後には効果検証を⾏い、必要に応じて対策案の
改良や追加の検討を⾏っています。これまでに26箇所で対策の効果が確認されたため、渋滞箇所を121箇所に
⾒直しました。

パーク&ライド施策などの利⽤者に協⼒を求める「ソフト対策」や、⽤地買収を伴わない左折レーン設置や右折レ
ーン延伸など、早期の効果発現を期待する「速効対策」を重点的に実施します。また、「ソフト対策」・「速効対策」
と併せて、⾻格幹線道路ネットワークの整備や、⽤地買収を伴う左折レーン設置や右折レーン延伸を実施するな
ど、「ハード対策」を進めます。

渋滞対策の実施
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（８）渋滞の解消

（一）京終
停車場
薬師寺線

至 三条大路

24

至 大和郡山

右折レーンが無く
渋滞が悪化

直進・右折の複合レーンの幅員が
不足し、直進車・右折車が並ぶこ
とができず渋滞が悪化

薬師寺東口

右折レーンの設置により、
円滑な交通を確保

（一）京終
停車場
薬師寺線

至 三条大路

24

至 大和郡山

ソフト対策の実施例
奈良中⼼市街地では、春・秋の観光シーズンに⾃動⾞の流⼊を抑制するため、無料

のパーク&ライド駐⾞場を開設するとともに、駐⾞場と奈良公園を結ぶシャトルバスを運
⾏しています。

道路の計画 測量・設計 ⼟地の買収 ⼯事 完成

道路区域の⼟地を活⽤し、右折レーンを新設

⼟地の買収

⽤地買収を⾏い、右折レーンを設置

道路の計画 測量・設計 ⼯事 完成
⽤地買収は不要

写
真

至 御所市

至 橿原市

付加車線の延伸により、右折車と直
進車が分離され、円滑な交通を確保

対策後対策前 対策後対策前

対策後対策前

右折レーン
の設置

写
真

至 御所市

至 橿原市

三倉堂南

三倉堂

右折車のはみ出しにより後続の
直進車の速度が低下、三倉堂南
にも影響

■国道166号 三倉堂南交差点 （R3.3完了） ■(主)奈良⼤和郡⼭斑鳩線 薬師寺東⼝交差点 （R6.3完了）

速効対策の実施例

至 大和郡山

至 三条大路

ハード対策の実施例

至 大和郡山

至 三条大路

右折レーン
の設置

対策後対策前
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国道や県道で発⽣する交通事故の対策を効率的 ・ 効果的に実施するため、 警察などと連携して 「奈良
県みんなでつくる交通安全対策プラン」を平成22年２⽉に策定。事故発⽣の危険性を早期に解消するため、
本プランに基づき重点的に取り組んでいます。

令和４年３⽉には、 国⼟交通省と警察庁が合同で事故危険箇所として58箇所を指定しました。 事故
危険箇所における死傷事故の発⽣を抑制するため、 集中的な交通事故対策に取り組んでいます。

来訪者へのおもてなしを向上するため、道路案内標識における「英語」表記の改善や、交差点名標識への
観光地の名称表⽰、そして⾼速道路ナンバリングなどに取り組んでいます。観光地への的確な誘導及び観光
地内でのわかりやすい道路案内を⾏うことにより、奈良の主要観光地の魅⼒向上を図ります。

●国道309号（大淀町今木） ●国道369号　香酔峠工区（宇陀市榛原赤瀬）

速効対策（道路区域内で可能な対策） 抜本対策（道路拡幅等を伴う対策）
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（９）交通安全対策

（１０）わかりやすい道路案内

標識等の設置事例

▲交差点の英語表記（吉野郡⼤淀町） ▲⾼速道路ナンバリング（県庁東交差点）

急カーブ・急勾配で⾒通しが悪く、速度が低下

標識 「英 表 改善 差点名標識

道路線形の改善、登坂⾞線の設置により、
安全でスムーズな⾛⾏を確保

速度超過での進⼊により、対向⾞線へのはみ出しが多い

来訪者 向 道路案内
０）わかりやすい道路案内

カラー舗装とドットライン設置により、
⾞両の速度を抑制



33 道路整備の取組道路整備の取組

奈良県は、歩道整備や歩⾏空間のバリアフリー化などが遅れています。特に通学路や、駅、病院などの周辺道
路について、安全で安⼼して通⾏できる歩⾏空間の整備を効率的かつ効果的に推進するため、さまざまな対策に
取り組んでいます。

○「選択と集中」により、必要性や緊急性の⾼い箇所を優先的に整備
○関係者と連携した歩⾏空間の点検を通じて、利⽤者の⽬線による安全で安⼼な歩⾏空間整備を推進
○早期に効果発現可能な速効対策から取り組み、地域の協⼒が得られた箇所については抜本対策を実施

○市町村が策定している「通学路交通安全
プログラム」に基づき、関係者で定期的に通
学通園路の合同点検を実施し、対策が必
要な箇所の抽出やその対策を実施

○これらの取組をPDCAサイクルとして繰り返し
実施し、安全対策を継続

○令和３年度より、知事を議⻑とする「奈良県
通学路等 安全対策推進会議」を開催し、
県内市町村と情報共有、意⾒交換を⾏うこ
とで総合的な通学路等の安全対策を充実

○バリアフリー基本構想で定めた内容に基づき、
⽣活関連経路において歩⾏空間の確保など
の対策を実施

   （例︓歩道設置、歩⾏空間の確保
　　　 視覚障害者誘導標⽰の設置）

○基本構想作成に取り組む市町村は、協議
会を設置し、点検を⾏った経路について、速
効対策を実施

○バリアフリー基本構想が未作成の市町村に対
しては、基本構想策定に関する情報提供、
技術的な⽀援を実施

歩⾏空間整備の基本⽅針

歩⾏空間整備への具体的な取組

▲歩道設置（国道168号　生駒郡平群町吉新）

▲奈良県通学路等安全対策推進会議（令和５年７月）
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（１１）歩⾏者の安全確保

① 通学路の安全対策

② バリアフリー基本構想における⽣活関連経路

▲歩道設置（国道166号　葛城市尺土）

▲視覚障害者誘導標示設置　（国道169号　桜井市谷）
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TOPIC 第２次奈良県自転車活用推進計画の策定

平成29年5⽉に施⾏された 「⾃転⾞活⽤推進法」 の第10条及び第11条に
基づき、 令和2年3⽉に 「奈良県⾃転⾞活⽤推進計画」 を策定し、 ⾃転⾞
活⽤の推進に向けた取り組みを進めてきました。

⾃転⾞を取り巻く状況の変化や国の 「第2次⾃転⾞活⽤推進計画」 等を踏
まえ、 令和７年３⽉に 「第２次奈良県⾃転⾞活⽤推進計画」 を策定しました。

県内には、安全で快適でわかりやすい全⻑約600ｋｍのサイクリングルート「奈良まほろばサイク∞リング（ならクル）」がありま
す。また、令和３年４⽉には、京都嵐⼭から奈良を通り、和歌⼭港に⾄る全⻑約180ｋｍの「京奈和⾃転⾞道」がつながり
ました。令和３年度からは、広域的な周遊観光サイクルルート「世界遺産周遊サイクルルート」の整備を⾏っています。

それらのルートを快適に利⽤していただくため、ならクル・サポーターの認定やHP等での情報発信により⾃転⾞活⽤推進を図
ります。

⾃転⾞活⽤推進の取組

令和3年度から整備
世界遺産周遊ｻｲｸﾙﾙｰﾄ

１周約70km

令和3年4⽉概成
京奈和⾃転⾞道

約75km（県内）

凡例
京奈和⾃転⾞道
世界遺産周遊サイクルルート
ならクルルート

⾶⿃・藤原エリア
⾶⿃・藤原の宮都と

その関連資産群

法隆寺エリア
法隆寺地域の
仏教建造物

古都奈良エリア
古都奈良の⽂化財
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（１２）⾃転⾞周遊環境の充実

●県内の⾃転⾞道・ルート

▲詳細はこちら

●ジテンシャでなら
「奈良県⾃転⾞利⽤総合案内サイト」

●ならクル・サポーターの認定

奈良県での⾃転⾞旅を安⼼して楽しめる様々な
情報を紹介しています。

⾃転⾞利⽤者をサポートしていただける施設を「ならク
ル・サポーター」を認定することで、おもてなしやサービス
の充実を図っています。

▲ならクル・サポーター
のマーク

サイクリストにやさしい駐⾞場

サイクリストにやさしい宿⾃転⾞の休憩所

▲ルート画⾯

▲サイト画⾯（スマホ版）

▲京奈和⾃転⾞道（⼤和郡⼭市）

⽮⽻根

▲世界遺産周遊サイクルルート（斑鳩町）

▲京奈和⾃転⾞道（⼤

案内誘導サイン

●⾛⾏環境の整備

▲「ジテンシャでなら」
奈良県⾃転⾞利⽤

総合案内サイト

▲「ジテンシャでなら」
ルート検索



道の駅は、安全で快適に道路を利⽤するための道路交通環境の提供
や、地域のにぎわい創出を⽬的とした施設で、「地域とともにつくる個性豊か
なにぎわいの場」を基本コンセプトにしており、休憩機能、情報発信機能、地
域連携機能の３つの機能を備えています。

駅ごとに地⽅の特⾊や個性を表現し、⽂化などの情報発信や様々なイベ
ントを開催することで、利⽤者が楽しめるサービスを提供しています。

道の駅制度発⾜から30年以上経過し、全国で1,230駅（うち奈良県17駅）［令和7年1⽉時点］が登録されています。

県内の道の駅

33 道路整備の取組道路整備の取組
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（１３）道の駅

▲「奈良県の道の駅」

① 吉野路大塔 〔五條市〕

② 吉野路上北山 〔上北山村〕

③ 杉の湯川上 〔川上村〕

④ 吉野路黒滝 〔黒滝村〕

⑤ ふたかみパーク當麻 〔嚖城市〕

⑥ 宇陀路大宇陀 〔宇陀市〕

⑦ 十津川郷 〔十津川村〕

⑧ 宇陀路室生 〔宇陀市〕

⑨ 針Ｔ.Ｒ.Ｓ 〔奈良市〕

⑩ 大和路へぐり 〔平群町〕

⑪ 吉野路大淀ｉセンター 〔大淀町〕

⑫ 伊勢本街道御杖 〔御杖村〕

⑬ かつらぎ 〔嚖城市〕

⑬ レスティ唐古・鍵 〔田原本町〕

飛鳥 〔明日香村〕

なら歴史芸術文化村 〔天理市〕

クロスウェイなかまち 〔奈良市〕

重点「道の駅」 ※2

重点「道の駅」候補 ※3

①①①①①①①①①①①①①①１

②②②②②②②②②②②②②②②②２

③③③③③③③③③③③③③③③３

④④④④④④④④④④④④④④④④④④４

⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤５

⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥６

⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦７

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧８

⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨９

⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩10

⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫⑫12

⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬13

⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪11

⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬⑬14

特定テーマ型モデル「道の駅」 ※1
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重点「道の駅」候補 ※3

重点「道の駅」 ※216

「防災道の駅」 ※4

10

5

13

11

4

７

9

8

6
12

3

2

14

15

1

16

７17

17

道の駅の３つの機能

休憩機能

情報発信
機能

地域の連携
機能

地域とともにつくる
個性豊かなにぎわいの場

※災害時は、防災機能を発現

TOPIC 道の駅「クロスウェイなかまち」がオープンしました

道の駅 「クロスウェイなかまち」 は令和６年11⽉30⽇に県内17
箇所⽬の道の駅としてオープンしました。 オープンに先⽴ち、 開駅式
典を開催し、 道の駅整備にご協⼒いただきました県選出の国会議員
や奈良県議会議員、 地元関係者など多くの来賓をお招きし、 盛⼤
にオープンを祝いました。

この道の駅は、 道の駅が本来持つ 「休憩機能」、 「情報発信
機能」、 「地域の連携機能」 に加え、 「防災機能」 を有しており、
国⼟交通省により 「防災道の駅」 に選定されています。

⼤規模災害発⽣時には広域的な防災拠点として活⽤することで、
都市部の被災に対して迅速な対応が可能となるだけでなく、 中南和
などの被災地域にも部隊を派遣することができるので、 奈良県全域
の防災機能の向上が期待されます。

駅」駅

▲オープン後の様⼦

※1　特定テーマ型モデル「道の駅」…特定のテーマについて、全国の模範となる取組を行い、成果が認められるものとして、国土交通省が認定。
※2　重点「道の駅」…地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の重点支援で効果的な取組が期待できるものとして、国土交通省が選定。
※3　重点「道の駅」候補…地域活性化の拠点となる企画の具体化に向け、地域での意欲的な取組が期待できるものとして,地方整備局等が選定。
※4  「防災道の駅」･･･広域的な防災機能を担うため、国等の支援を受けてハード・ソフト対策を強化した「道の駅」を対象に、国土交通省が選定。
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災害の防⽌、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化を
推進しています。

⼀般国道168号・⾹芝王寺道路は、奈良県緊急輸送道路ネットワーク計画に第１次緊急輸送道路として位
置付けられていますが、道路幅員が狭隘であることから、災害発⽣時には電柱の倒壊により通⾏⽌めになる恐れが
あります。災害時の道路ネットワーク確保を⽬指し、道路拡幅に併せて無電柱化を実施しています。

県道三輪⼭線は、⽇本最古の神社といわれている⼤神神社（おおみわじんじゃ）の参詣道であるとともに、三輪地
区の重要な⽣活道路です。桜井市と県がまちづくりに関する連携協定を締結し、⼤神神社参道周辺地区において
は 「⼤神神社の上品な参道づくりと三輪のまちの賑わい創出」を⽬標に、協働でプロジェクトを進めています。県では
上品な参道整備に併せて無電柱化を実施しています。
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（１４）無電柱化

▲『奈良県無電柱化推進計画』無電柱化の対象道路

❶ 防災（重点整備）

❷ 安全・円滑な交通確保

❸ 景観形成・観光振興

❹ 県と市町村とのまちづくり

❺ ⾯整備事業等

・ 緊急輸送道路（第⼀次、第⼆次）
・ 避難路
・ バリアフリー新法の特定道路、⽣活関連経路
・ 通学路
・ 鉄道駅等の交通結節点
・ 世界遺産や歴史的・⽂化的⾵⼟を形成する地域などに

おいて、良好な景観形成や観光振興のために必要な道路

・県と市町村とのまちづくりを進める上で、無電柱化が必要な
取り組みとされる地区

・⾯整備事業や⼤規模な開発事業において開発者等、
事業者の理解と協⼒が得られる道路

観 点 内 容 ⽬標
２％→６％

（緊急輸送道路における無電柱化着手率）

事業について
地域の理解が得られ、

確実な進捗が見込まれる
地区（区間）において
無電柱化に取り組む

●無電柱化の取り組み
〈①防災〉

〈③景観形成・観光振興、④県と市町村とのまちづくり〉

※︓既存ストックとは、既存施設の中で電線共同溝として
利⽤可能な施設のこと。

整備前 整備中（令和6年12月時点）

▲⼀般国道１６８号（⾹芝市上中) 既存ストック埋設箇所

←⾹芝王寺道路では、既存ストック※を活⽤した電線共同溝整備
も⾏っています。

既存ストックの活用により、
事業期間の短縮が図られます。

▲県道三輪⼭線（桜井市三輪）

整備前 整備後（イメージ）整備中（令和6年12月時点）

←⾹芝王寺道路では、既存ストック※を活⽤した電線共同溝整備
も⾏っています。

新設の電
線共同溝
（通信）

無電柱化の実施

既存のマンホール等
を活用し埋設物を分
離等することで、電線
類地中化が可能に！

電線共同溝が既設
の水道管、ガス管と
重複し整備困難

無電柱化の実施
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奈良県は、世界に誇る多くの歴史⽂化遺産や、それらと⼀体をなす歴史的⾵⼟と豊かな⾃然環境等を有し、個性豊かな
美しい景観が形成されています。道路は、⽣活や経済活動の基盤であるとともに、景観を形成する重要な要素です。

このため、道路整備にあたっては、「奈良県公共事業景観形成指針」と景観⾏政団体である市町村の規定に則り、歴史的な
まちなみや⾃然など、周辺の景観資源に配慮した道路空間の形成を推進しています。また、良好な沿道景観を形成するため、
世界遺産にアプローチする幹線道路等については、「奈良県景観計画」において良好な景観形成に重点的に取り組むべき区域
と位置づけ、沿道の建築物や広告物等の規制誘導との連携を図っています。

より多くの⼈に奈良を訪れていただくよう「もてなしの⼼溢れる魅⼒ある奈良県づくり」を推進し、地域住⺠や企業による快適
な道路空間の維持・向上に向けての主体的な取組の育成と継続、活動の⽀援を図るため「みんなで・守ロード事業」を実施し
ています。⾃分たちの住む地域を愛し、幸せに感じられる地域づくりに取り組んでいます。

⼤宮通りは、県外から来訪される⽅が奈良公園に⾏くまでのメインルートであるとともに、沿道には学校やホテル等の施
設で利⽤される⽅も多いことから、歩道の舗装補修を実施し、「⼤宮通りの道路美化」を進めます。

▲重点景観形成区域（広域幹線沿道区域）の景観形成イメージ

整  備
①
②
③
④
⑤
⑥

地域特性への配慮
自然環境への配慮
多様な視点への配慮
連続性への配慮
時間軸への配慮
工事中の配慮

管  理

景観形成の推進

①
②
③
④

適切な維持管理の実施
地域との協働体制の構築
占用工事者への指導
不法占用物件の適正化

良
好
な
景
観
形
成
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（１５）良好な景観の形成
●景観に配慮した道路整備や沿道景観の形成

●みんなで・守ロード事業

●⼤宮通りの道路美化

【道路保全プログラム】………地域住⺠・企業の参加

地域の道路敷の草刈り・清掃活動
・草刈り⾯積に応じた報償費の⽀給
・傷害・賠償責任保険への加⼊
・活動団体名の看板掲⽰

【道路美化プログラム】………地域住⺠・企業の参加

地域の道路敷の清掃・植栽活動
・物品の⽀給（ごみ袋・軍⼿など）
・傷害・賠償責任保険への加⼊
・活動団体名の看板⼜はプレートの掲⽰

【道路サポータープログラム】………企業の参加

事業所・店舗に⾯する県管理道路の清掃
・感謝状の贈呈
・傷害・賠償責任保険への加⼊
・活動団体名の看板⼜はプレートの掲⽰

内 容

⽀ 援

内 容

⽀ 援

内 容

⽀ 援

⼤宮通りでの整備事例

▲補修実施後▲補修実施前

屋外広告物は大きさ･高さ･色彩等に配慮

道路の境界線から後退 緑化を図る

外観は色彩基準の適合を図ると
ともに周辺景観との調和に配慮

▲活動⾵景（県道奈良⽣駒線）

▲活動団体名のプレート掲⽰
（県道⽊津横⽥線）
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⼈⼝の急激な減少と⾼齢化が進む中、地域の活⼒を維持･向上させながら、様々な世代の住⺠が安⼼できる健
康で快適な⽣活環境を実現することが重要です。そのためには、地域の中⼼となる拠点での都市機能の集積や低未
利⽤地の活⽤、地域資源を活かした取組等により、賑わいのある住みよいまちづくりを進めていくことが必要です。

県では、広域的な観点から、駅、病院、社寺、公園などの地域の中⼼となる拠点を中⼼としたまちづくりについて、
県と市町村が相互に連携・協働して、地域の特性に応じた快適で魅⼒あるまちの整備を進め、県全体として総合⼒を
発揮する都市形成や持続的発展を⽬指します。
　まちづくりに前向きでアイデアや熱意のある市町村において、その⽅針が県のまちづくりに関する⽅針と合致するプロジェ
クトについては、県と市町村で連携協定を締結し、協働でプロジェクトを実施しています。

県と市町村がプロジェクトの進捗に応じて段階的に協定を締結し、地区のまちづくりのコンセプトや⽬標、基本となる取組
をとりまとめた、まちづくり基本構想等を協働で策定した上で、事業を実施することで、まちづくりの⽬標の実現を図ります。

まちづくり連携協定の進め⽅

 27市町村（55地区）と包括協定を締結しています。（令和6年12⽉末時点）
まちづくり連携協定の締結状況
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○○地区まちづくり
基本構想の検討
（県、市町村）

包括協定（市町村単位）

基本構想
策定 基本計画の検討

（県、市町村） 事業実施（市町村）

事業実施（市町村）締結

個別協定（事業単位）基本協定（地区単位）

△△地区まちづくり
基本構想の検討
（県、市町村）

□□地区まちづくり
基本構想の検討
（県、市町村）

事業実施（県）

基本計画
策定

技術⽀援を実施 財政⽀援を実施

（１６）市町村と連携したまちづくり

平成26年度締結︓天理市、⼤和郡⼭市、桜井市、奈良市、五條市、橿原市
平成27年度締結︓⼤和⾼⽥市、⾼取町、御所市、三宅町、明⽇⾹村、宇陀市、⼤淀町
平成28年度締結︓川⻄町、王寺町、御杖村、川上村、広陵町、東吉野村、⼗津川村
平成29年度締結︓⽥原本町、上北⼭村、吉野町、斑鳩町
平成30年度締結︓⼭添村、下北⼭村、⿊滝村
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道路は、 県⺠⽣活に密着したインフラとして、 通勤 ・ 通学、 買い物等、 ⽣活における多様な⽬的の移動の⽤
に供する施設です。

本県では、 ⼈⼝減少や少⼦⾼齢化の進⾏のほか、 就業の態様を含む県⺠のライフスタイルの変化、 インバウンド
需要を含む観光客の増加などを受け、 ⾃家⽤⾞に過度に依存しない交通体系を構築することが重要であることから、
⾃動⾞交通の円滑化のみならず、 公共交通における以下の取組を進めています。

全ての県⺠が健康で⽂化的な⽇常⽣活、 社会⽣活を営むため、 公共交通による移動環境を確保することを
⽬的とする 「奈良県公共交通条例」（平成25年７⽉に制定）に基づき、 県の公共交通に関する施策を総合
的かつ計画的にするため、 「奈良県公共交通基本計画」 を平成28年３⽉に策定しており、 県内公共交通の
現状や課題、 現計画に基づく取組の成果 ・ 効果検証、 コロナ禍の影響 ・ 対応等を踏まえ、 次の５年間の
公共交通に関する基本的⽅針を定めるべく、 令和４年３⽉に改定し、 取組を進めています。

（１）奈良県公共交通基本計画

奈良県公共交通条例

奈良県公共交通基本計画

奈良県地域公共交通網形成計画

（平成25年制定）

（令和5年3月策定）

（平成28年策定・令和4年３月改定）

全ての県民が健康で文化的な日常生活、社会生活を営むため、公共交通に
よる移動環境を確保することを目的として制定。

本計画及び地域公共交通活性化・再生法に基づき、地域特性に応じた多様
な交通サービスの組み合わせや移動環境の向上、利用促進など具体的な
取組を定めるもの。

県の公共交通施策を実施するにあたっての基本的な方針及び総合的かつ
計画的に講ずべき施策を定めるもの。

｢地域の⾃⽴を図り、くらしやすい奈良を創る｣ため、県⺠・来訪者の移動ニーズを⽀える
県内公共交通とその拠点を実現する
地域がより主体的に公共交通を維持・充実する取組に参画する
持続可能な社会・地域づくりに貢献する公共交通を構築する

・

・
・
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計画の基本理念

計画の推進施策
本計画の基本理念を実現するため、下記の４つの施策を推進します。
推進施策１　県内公共交通の維持・充実に向けた取組

推進施策３　多様な関係者による連携・協働

推進施策２　公共交通に関わる空間の質向上

推進施策４　時代の変⾰に対応した公共交通の構築

（１）地域がより主体的に公共交通の維持・充実を図る
　　　取組の強化

（２）地域の輸送資源や多様な輸送モードの活⽤

（１）地域の拠点としての駅・バス停等の質の向上
（２）誰もが使いやすい利⽤環境の整備

（１） ｢奈良モデル｣に基づく、市町村・交通事業者・県⺠
　　　 等との連携・協働

（２）公共交通を担う⼈材の確保・育成

（１）デジタル技術の活⽤による移動⼿段の確保や
　　　利便性向上

（２）脱炭素社会の実現に向けた取組の推進

推進施策３及び４については、 推進施策１及び２の実現を⽀える｢横軸｣として位置付ける

市内フィーダー交通
〔五條市コミュニティバス〕

⼤宇陀南部ボランティア有償バス
〔宇陀市〕

バス停の上屋整備
〔明⽇⾹村役場〕

エレベーター設置
〔平城駅〕

地域の関係者による協議 市町村担当者向けの
勉強会等の開催 宇陀市の⾃動運転⾞両の実証運⾏ 電気バス
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▲⼋⽊新宮特急バス　新系統 「やまかぜ」
（奈良交通より）

▲バス停の改良（⽩毫寺）

▲⾃動運転⾞両の実証運⾏（明⽇⾹村）

地域の多様な関係者が参画する「エリア公共交通検討会議」において、
地域の公共交通全体の維持・充実について協議

バス停の⾼機能化に併せ、地域の公共・商業施設と連携した利⽤促進
策等の取組を⽀援

公道での⾃動運転バスの実証実験を実施
共同市村（宇陀市・明⽇⾹村）
県内への「空⾶ぶクルマ」の導⼊を⽬指し、⺠間事業者と協⼒して市場
調査を実施

電気バスやユニバーサルデザインタクシーの導⼊を⽀援

鉄道駅の段差解消等のバリアフリー化を⽀援

・

南部東部を中⼼とする広域路線バス等に対し補助・

公共交通サービスが観光・福祉など関係分野にもたらす効果（クロスセク
ター効果）を算出
・

地域住⺠や観光等の移動ニーズにきめ細かく対応する交通サービスの
提供に向けた取組を⽀援
・

貨客混載やサイクルトレイン等の複合的な交通サービス展開を⽀援・

・

・

・

・

・

県内各地で展開可能な、事業者連携型の広域⾃家⽤有償旅客運送
モデルを組成
・

（２）主な取組事例

TOPIC 地域と連携した公共ライドシェアの導入に向けた取組を進めています

移動⼿段の確保や公共交通の担い⼿不⾜
への対応等を⽬指し、 地域に住む⽅のマイカー
を活⽤した 「公共ライドシェア」 の導⼊に向けた
取組を進めています。
令和６年度は、 宇陀市内で地域の⾃治会

やまちづくり協議会と連携して実証運⾏を⾏い、
７年度には市町村界を跨いだ広域的な運⾏を
⾏う予定です。 ▲新しい公共ライドシェアの仕組み
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県内公共交通の維持・充実に向けた取組

バス停⾼機能化に併せた利⽤促進策等の実施

デジタル技術の活⽤によるサービス向上

バリアフリー化の⼀層の推進

TOPIC

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

⽬　次
1 奈良県の道路を取り巻く状況

これからの道路整備

道路整備の取組

公共交通における取組

2

3

4

TOPIC 京奈和⾃動⾞道建設促進協議会 決起⼤会の開催

TOPIC 国道169号下北⼭村前⻤〜上池原　権限代⾏による災害復旧が決定

TOPIC JR関⻄本線の⾼架化⼯事に着⼿しました

TOPIC 道路緊急ダイヤル（#9910）LINEアプリの運⽤開始

TOPIC 『群マネ（地域インフラ群再⽣戦略マネジメント）』の取組

TOPIC 第２次奈良県⾃転⾞活⽤推進計画の策定

TOPIC 道の駅「クロスウェイなかまち」がオープンしました

地域と連携した公共ライドシェアの導⼊に向けた取組を進めています

（ １ ）道路の現状
（ ２ ）道路の予算
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（ ２ ）奈良県経済の進展に対応した⽬的志向の道路整備の推進
（ ３ ）安全・安⼼を⽀える道路整備の推進
（ ４ ）道路整備の⽅針
（ ５ ）開通の⾒通しが得られた道路・街路事業
奈良県新広域道路交通ビジョン・計画
重要物流道路
リニア中央新幹線「奈良市附近駅」の早期確定
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（ ２ ）紀伊半島アンカールートの整備

（ ３ ）（仮称）奈良IC周辺〔（都）⻄九条佐保線等〕の整備

（ ６ ）道路インフラの現状と⽼朽化対策

（13）道の駅

（14）無電柱化
（15）良好な景観の形成
（16）市町村と連携したまちづくり

（ １ ）奈良県公共交通基本計画
（ ２ ）主な取組事例
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（ ４ ）⼩規模道路改良提案制度（One Year Response Project（ﾜﾝﾚｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ））
（ ５ ）ならの道　リフレッシュ　プロジェクト

（ ７ ）道路の防災・減災対策
（ ８ ）渋滞の解消
（ ９ ）交通安全対策
（10）わかりやすい道路案内
（11）歩⾏者の安全確保
（12）⾃転⾞周遊環境の充実

（ １ ）京奈和⾃動⾞道の整備
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（天川駐在所）

奈良県土木事務所の位置図・管内図

発刊／奈良県 県土マネジメント部 道路建設課
道路マネジメント課　リニア・地域交通課
まちづくり推進局まちづくり推進課
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